
平成 24 年 4 月現在

口座振替をお申し込みいただければ、金融機関などの窓口に出向いて納めなくても

指定口座から自動的に振替納付ができます。

●申込する場所

下記、金融機関の本店及び支店

金融機関 愛知銀行 大垣共立銀行 岐阜銀行平成２４年８月まで

十六銀行 第三銀行 中京銀行 名古屋銀行

みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 三菱東京 UFJ 銀行

岡崎信用金庫 蒲郡信用金庫 豊川信用金庫 豊田信用金庫

西尾信用金庫 碧海信用金庫 東海労働金庫 信用組合愛知商銀

イオ信用組合 あいち三河農業協同組合 ゆうちょ銀行（郵便局）

●申込手続きに必要なもの

①通帳とその届出印

②介護保険料の納入通知書１式

＊納入通知書に「口座振替依頼書」が綴じこまれています。

●振替開始時期

金融機関から送付された「岡崎市口座振替依頼書」を、市が受付した月の翌月末の納期から

振替が始まります。市から「口座振替の確認通知」をお送りしますのでご確認ください。

●振替日は

振替日は納期限の日です。後日通帳に記帳していただき、振替結果をご確認ください。

●振替ができなかった場合

振替ができなかった場合、再振替はできません。後日送付します「口座振替不能通知書兼領

収証書」により金融機関、またはコンビニエンスストアで納付してください。

ご注意 ① 納入通知書が届いてからのお申し込みですと、第１回目の納期分は口座振替に間

に合いませんので、納入通知書で納めてください。

② 納期限が過ぎたものについての口座振替はできません。

③ 口座振替に申し込まれても、特別徴収となった場合は、特別徴収が優先されます。
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